
2026/3/3 現在

№ 適用災害 助成対象活動期間 助成申請受付期間

令和７年８月６日からの低気圧と前線に
よる大雨に伴う災害

令和７年11月10日まで 令和7年12月３１日まで

令和７年８月20日からの大雨 令和7年11月20日まで 令和7年12月３１日まで

令和７年台風第12号に伴う災害 令和7年11月21日まで 令和7年12月３１日まで

令和７年９月２日からの大雨 令和7年12月2日まで 令和8年1月31日まで

令和７年台風第15号等 令和7年12月5日まで 令和8年1月31日まで

平成28年熊本地震 平成28年9月30日まで 平成28年8月31日まで

平成28年台風10号にかかる災害 平成28年11月30日まで 平成28年11月30日まで

平成28年鳥取県中部地震 平成28年11月30日まで 平成28年11月30日まで

平成29年7月九州北部豪雨災害 平成29年9月30日まで 平成29年8月31日まで

平成29年秋田県豪雨災害 平成29年9月30日まで 平成29年8月31日まで

平成29年台風１８号災害にかかる災害 平成29年11月30日まで 平成29年10月31日まで
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平成３０年７月豪雨災害における災害 平成30年8月31日まで 平成30年8月31日まで

台風第15号による暴風･大雨災害 令和元年10月31日まで 令和元年10月31日まで

台風第19号による災害における災害 令和元年12月31日まで 令和元年12月31日まで

令和４年８月３日からの大雨災害 令和4年12月31日まで 令和4年12月31日まで

令和5年７月１４日からの大雨災害 令和5年12月31日まで 令和5年12月31日まで

令和6年能登半島地震　(注1) 令和6年8月31日まで 令和6年8月31日まで

・県内及びその他の地域等で発災から３ヶ月以内の被災地における生活支援活動とします。

・ボランティア活動は、原則として被災地の災害ボランティアセンター（※）を経由したボランティア活動であり、群馬県社会福祉協議会会長の承認を

得た事業を対象とします。なお、活動にあたっては、原則として５名以上での活動を条件とします。

※原則として県外のボランティアを募集している災害ボランティアセンターに限ります。

(注１)　実施要領において、助成対象とする初動期間は災害発生時から原則３ヶ月以内、としておりますが、災害規模を鑑みて能登半島地震に

　　　　おいては８ヶ月以内に拡大しております。
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